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令和４年１２月１４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和４年(ワ)第８４１０号 発信者情報開示請求事件 

口頭弁論終結日 令和４年１１月４日 

判       決 

 5 

  原 告 Ａ 

 被 告      エ キ サ イ ト 株 式 会 社 

 同訴訟代理人弁護士      藤 井 康 弘 

主       文 

１ 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載２の各情報を開示せよ。 10 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、これを２分し、その１を原告の負担とし、その余を被告の負

担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 15 

被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載１及び２の各情報を開示せよ。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 

本件は、原告が、被告に対し、氏名不詳者がツイッター（インターネットを

利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報サービ20 

ス）において原告が著作権を有する別紙著作物目録記載１及び２の各文章を複

製した画像を投稿し、同文章に係る原告の著作権（複製権、翻案権及び公衆送

信権）を侵害したことが明らかであり、上記氏名不詳者に対する損害賠償請求

等のために必要であると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」とい25 

う。）５条２項に基づき、別紙発信者情報目録記載１及び２の各情報（以下
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「本件発信者情報」という。）の開示を求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠（以下、書証番号は特

記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

⑴  当事者 

ア 原告は、動画公開サイトＹｏｕＴｕｂｅにおいて、自ら撮影した動画を5 

編集して配信するユーチューバーである。 

イ 被告は、電気通信事業を営む株式会社である。 

  ⑵ 原告による動画配信及びツイートの投稿 

   ア 原告は、令和２年３月２１日、自らが開設するＹｏｕＴｕｂｅ上のチャ

ンネル「（チャンネル名は省略）」において、「（題名は省略）」との題名の10 

動画（以下「本件動画」という。）を公開した。 

     別紙著作物目録記載１の⑴ないし⒁は、いずれも、本件動画において挿

入されたキャプション（以下、順次「本件キャプション⑴」、「本件キャプ

ション⑵」などといい、これらを併せて「本件各キャプション」という。）

である（甲９、１３）。 15 

   イ 原告は、令和４年１月５日、ツイッター上の自己のアカウント「Ｂ」に

おいて、アカウント名を「Ｃ」とする者の投稿をリツイートした上、本文

に別紙著作物目録記載２の文章を挿入して投稿した（甲１０、２７及び２

８。以下「本件原投稿」という。）。 

  ⑶ 氏名不詳者によるツイートの投稿 20 

ア 氏名不詳者は、令和３年１２月２３日１９時０８分（日本標準時）に、

アカウント名を「Ｄ」、ユーザー名を「@（以下省略）」とするツイッター

のアカウント（以下「本件アカウント」という。）において、本文に「Ｆ

Ｆ外から失礼します。正式見解とはこの事を言ってるみたいですが、そう

いうことも含めてです。～仮眠とっていただくことについては・・・何処25 

が正式な回答なのでしょうか。通達って？」と記載した上、本件動画から
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本件各キャプション部分を切り抜き、一枚の静止画にまとめて作成した別

紙投稿画像目録記載１の画像を添付したツイートを投稿した（甲１。以下、

同ツイートを「本件ツイート①」と、同目録記載１の画像を「本件画像①」

という。）。 

   イ 前記アの氏名不詳者は、令和４年１月６日８時１３分（日本標準時）に、5 

本件アカウントにおいて、本文に「修正したみたいですね。この情報で道

の駅で車中泊は出来るなんて思う人がいるは驚く。コツコツではなく国交

省に、道の駅へ通達する様に抗議すれば早いのに。車中泊は命にかかわる

事だと聞いてますので。」と記載した上、本件原投稿をスクリーンショッ

トして作成した別紙投稿画像目録記載２の画像を添付したツイートを投稿10 

した（甲１、２０。以下、同ツイートを「本件ツイート②」と、同目録記

載２の画像を「本件画像②」といい、本件ツイート①及び②を投稿した氏

名不詳者を「本件投稿者」という。）。 

 ⑷ ツイッター・インク（以下「ツイッター社」という。）による発信者情報

の開示 15 

   原告は、ツイッター社を相手方として、本件アカウントにログインした際

のＩＰアドレス及びタイムスタンプについて仮の開示を求める仮処分を申し

立て（東京地方裁判所令和４年（ヨ）第２２００４号事件）、令和４年２月

１４日、ツイッター社に対し、上記申立てに係る情報について仮の開示を命

じる旨の仮処分決定がされた。ツイッター社は、上記仮処分決定に基づき、20 

原告に対し、別紙発信者情報目録記載１及び２のログイン日時及び同ログイ

ン時の接続元ＩＰアドレスを開示した。（甲２、３、１８、１９及び２４） 

 ⑸ 本件投稿者は、別紙発信者情報目録記載１⑵及び２⑵の各ログイン日時に、

被告の提供するインターネットサービスを経由して、本件アカウントにログ

イン（以下、目録の順に「本件ログイン１」、「本件ログイン２」といい、こ25 

れらを併せて「本件各ログイン」という。）した（甲３ないし５）。 
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３ 争点 

⑴ 本件ツイート①及び②により原告の権利が侵害されたことが明らかである

か（争点１） 

⑵ 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか（争点２） 

 ⑶ 本件各ログインの際の識別符号その他の符号（以下、本件ログイン１に係5 

るものを「本件ログイン情報１」、本件ログイン２に係るものを「本件ログ

イン情報２」といい、これらを併せて「本件各ログイン情報」という。）の

送信が侵害関連通信に該当するか（争点３）  

⑷ 本件発信者情報が侵害関連通信に係る発信者情報に該当するか（争点４） 

第３ 争点に関する当事者の主張 10 

１ 争点１（本件ツイート①及び②により原告の権利が侵害されたことが明らか

であるか）について 

（原告の主張） 

 ⑴ 著作物性及び著作権の帰属について 

  ア 本件各キャプションの著作物性及び著作権の帰属 15 

本件各キャプションは、原告が国土交通省の担当者とのやりとりで得た

国土交通省の見解を原告のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルへ投稿したものであ

る。本件キャプション⑴、⑵、⒀及び⒁は、誰が見てもわかるように、本

件動画の趣旨を簡潔にまとめた内容であり、本件キャプション⑶ないし⑹

及び⑻ないし⑽は原告が国土交通省の担当者に対してインタビューした内20 

容であり、本件キャプション⑺、⑾及び⑿は国土交通省の担当者の回答で

ある。 

したがって、本件各キャプションは、原告が自己の「思想又は感情を創

作的に表現したもの」（著作権法２条１項１号）であるから、いずれも、

原告が著作権を有する言語の著作物に該当する。 25 

  イ 本件原投稿の著作物性及び著作権の帰属 
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本件原投稿は、原告が２年以上にわたり行ってきた「ドライバーの安全

を守る活動」により得られた情報と原告の思いを１４０文字という文字数

制限の中で簡潔にまとめたものであり、原告が自己の「思想又は感情を創

作的に表現したもの」（著作権法２条１項１号）といえるから、原告が著

作権を有する言語の著作物に該当する。 5 

⑵ 著作権の侵害について 

ア 本件ツイート①について 

本件投稿者は、本件ツイート①により、ツイッターのサーバー上に本件

各キャプションを複製し、不特定多数の者がこれを閲覧できる状態を作出

した。そうすると、本件投稿者は、本件ツイート①により、本件各キャプ10 

ションに係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害したといえる。 

また、本件投稿者は、本件動画から本件各キャプションだけを切り抜き、

一枚の静止画像にまとめ、本件各キャプションの表現上の本質的な特徴の

同一性を維持しつつ、新たに思想又は感情を創作的に表現したといえ、原

告の本件各キャプションに係る翻案権を侵害しているといえる。 15 

   イ 本件ツイート②について 

 本件投稿者は、本件ツイート②により、ツイッターのサーバー上に本件

原投稿をスクリーンショットして作成した画像をアップロードし、不特定

多数の者がこれを閲覧できる状態を作出した。そうすると、本件投稿者は、

本件ツイート②により、本件原投稿に係る原告の複製権及び公衆送信権を20 

侵害したといえる。 

 ⑶ 引用について 

   ア 本件ツイート①について 

     被告は、本件ツイート①に本件画像①が添付されていることについて、

著作物を引用して利用するものとして適法である（著作権法３２条１項）25 

と主張する。 
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     しかし、引用は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範

囲内で行われるものでなければならないところ、本件投稿者は、自分が

主張したいことを伝えるために本件動画を無断で編集し、原告が本来伝

えたいこととは異なる内容の本件ツイート①を作成している。このよう

な行為は社会的に許容される行為ではなく、一般的にも行われていない5 

から、公正な慣行に合致するとはいえない。 

     また、本件ツイート①においては、本件画像①が量的に明らかに主た

る部分を構成しているといえ、引用の目的上正当な範囲の著作物の利用

とはいえない。 

     よって、本件ツイート①は引用の要件を満たしていない。 10 

   イ 本件ツイート②について 

     被告は、本件ツイート②に本件画像②が添付されていることについて、

著作物を引用して利用するものとして適法である（著作権法３２条１項）

と主張する。 

     しかし、引用は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範15 

囲内で行われるものでなければならないところ、ツイッターの規約にお

いては、他人のコンテンツを利用する手順として引用ツイートという方

法を設けており、他の方法による他人のコンテンツの利用を禁止してい

る。 

したがって、本件ツイート②のように、スクリーンショットにより撮20 

影した写真を添付して投稿する方法は、ツイッターの引用ルールに違反

しており、公正な慣行に合致しているとはいえない。 

 また、本件ツイート②においては、本件画像②が量的に明らかに主た

る部分を構成しているといえ、引用の目的上正当な範囲内の著作物の利

用とはいえない。 25 

よって、本件ツイート②は引用の要件を充たしていない。 
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（被告の主張） 

⑴ 著作物性及び著作権の帰属について 

 ア 本件各キャプションの著作物性及び著作権の帰属 

   本件各キャプションの主要部分は、国土交通省への電話照会に対する回

答や、国土交通省が作成した文章をそのまま写したものであり、「思想又5 

は感情を創作的に表現した」（著作権法２条１項１号）ものとはいい難い。 

   また、上記回答や文章は、原告自身の思想又は感情を表現したものでは

ないから、原告の著作物であるともいえない。 

 イ 本件原投稿の著作物性及び著作権の帰属 

   本件原投稿は、道の駅に関する議論を一般的な言語表現で述べたものに10 

すぎず、特段の創作性が認められる表現ではない。 

したがって、原告の「思想又は感情を創作的に表現した」（著作権法２

条１項１号）ものとはいえない。 

⑵ 著作権の侵害について 

  前記⑴のとおり、本件各キャプション及び本件原投稿はいずれも著作物に15 

は当たらない上、本件各キャプションについては原告が著作権者であるとは

いえないから、本件ツイート①及び②により原告の著作権が侵害されたとは

いえない。 

⑶ 引用について 

 ア 本件ツイート①について 20 

   本件ツイート①には、「正式見解とはこの事を言ってるみたいです」、

「何処が正式な回答なのでしょうか。」などと記載されていることからす

ると、国土交通省の担当者が「仮眠をとっていただくことについては問題

ない」（本件キャプション⑾）と回答したことをもって、これを車中泊に

ついての国土交通省の正式な回答であるとする本件動画の内容に疑問を呈25 

するものであるといえる。 



8 

 

また、本件キャプション⒀及び⒁において、「これは国からの正式な回

答となりますので」、「１０４の道の駅に通達されてます」と述べられてい

ることに対して、「通達って？」と記載されていることからすると、「通達」

が何を意味するか不明であると疑問を呈していると考えられる。 

そうすると、本件ツイート①が本件画像①を添付しているのは、道の駅5 

の駐車場の車中において夜から朝まで寝ることが禁止されるか、あるいは

遠慮すべきか、という論点について、原告の主張を批評する目的によるも

のであることは明らかである上、批評のために必要かつ正当な範囲で引用

され、公正な慣行にも合致すると認められるから、著作物を引用しての利

用として適法であり（著作権法３２条１項）、著作権侵害は成立しない。 10 

 イ 本件ツイート②について  

   本件ツイート②は、道の駅の駐車場の車中において夜から朝まで寝るこ

とが禁止されるか、あるいは遠慮すべきか、という論点に関し、本件原投

稿において、「夜から朝まで寝ても良い」「車中泊禁止は不適切」などと主

張されていることを受けて、「この情報で道の駅で車中泊は出来るなんて15 

思う人がいるは驚く。」「車中泊は命にかかわる事だと聞いてます」などと、

原告の主張を批評するものといえる。 

そうすると、本件ツイート②が本件画像②を添付しているのは、道の駅

の駐車場の車中において夜から朝まで寝ることが禁止されるか、あるいは

遠慮すべきか、という論点について、原告の主張を批評する目的によるも20 

のであり、その批評のために必要かつ正当な範囲で行われるものであって、

公正な慣行にも合致すると認められる。 

   この点、原告は、ツイッターの規約において、ツイッター上のコンテン

ツの複製等にはツイッターが提供するインターフェース及び手順を利用し

なければならないのであり、スクリーンショットを添付する方法は公正な25 

慣行に合致しないと主張する。 
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   しかし、ツイッターはスクリーンショットを添付するインターフェース

及び手順を備えているし、ツイッターの利用規約において、ツイートのス

クリーンショットを添付することが明示的に禁じられているとはいえない。

仮にスクリーンショットによる引用が禁じられているとしても、ツイッタ

ーの利用規約は、ツイッター社と個々のユーザーの契約関係を規律するも5 

ので、著作権法の引用の限界を画するものではない。 

   以上のことから、本件ツイート②が本件画像②を添付しているのは、著

作物を引用しての利用として適法であり（著作権法３２条１項）、著作権

侵害は成立しない。 

２ 争点２（原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか）10 

について 

（原告の主張） 

原告は、本件投稿者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求する予定であ

るが、そのためには、被告が保有する本件発信者情報の開示を受ける必要があ

り、正当な理由（プロバイダ責任制限法５条２項２号）があるといえる。 15 

（被告の主張） 

  原告の本件投稿者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が発生している

とはいえないから、正当な理由があるとはいえない。 

３ 争点３（本件各ログイン情報の送信が侵害関連通信に該当するか）について 

 （原告の主張） 20 

  本件各ログインは、それぞれ本件ツイート①及び②の直前のログインである

し、被告から割り当てられたＩＰアドレスを利用して本件アカウントに多数回

ログインされていることから、本件投稿者と本件各ログインに係る情報を送信

した者は同一人物であるといえる。したがって、本件ツイート①及び②に係る

ログイン情報の送信は、いずれも、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の25 

制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則（以下「省令」という。）５
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条２号に掲げる「識別符号その他の符号の電気通信による送信」であって、か

つ、同条柱書の「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」といえ、「侵

害関連通信」（プロバイダ責任制限法５条２項柱書）に該当する。 

 （被告の主張） 

  争う。 5 

４ 争点４（本件発信者情報が侵害関連通信に係る発信者情報に該当するか）に

ついて 

（原告の主張） 

 本件発信者情報は、いずれも「侵害関連通信に係る発信者情報」（プロバイ

ダ責任制限法５条２項柱書）に該当する。  10 

この点に関する被告の主張は争う。 

（被告の主張） 

  原告が開示を求める本件各ログインに係る回線の契約者は、当該回線は契約

者本人が利用しているわけではなく、他の企業にこれを利用させているから、

投稿に身に覚えがないと述べており、このような観点からも、本件各ログイン15 

に係る情報は、侵害関連通信に係る発信者情報に該当しない。 

 よって、本件発信者情報の開示は認められない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件ツイート①及び②により原告の権利が侵害されたことが明らか

であるか）について 20 

 ⑴ 著作物性及び著作権の帰属について 

  ア 本件各キャプションの著作物性について 

    原告は、本件各キャプションは、それぞれが独立して著作物性を有する

言語の著作物であると主張するから以下検討する。 

著作物であるといえるためには、「思想又は感情を創作的に表現したも25 

の」（著作権法２条１項１号）である必要がある。そして、本件キャプシ
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ョン⑶ないし⑿は、いずれも原告と国土交通省の担当者の会話のやりとり

を素材としたものであり、本件キャプション⑴、⑵、⒀及び⒁は、原告が

動画の趣旨を簡潔にまとめたものであるところ、いずれもごく短いもので、

ありふれた表現であるといわざるを得ないから、創作性を有するとはいい

難く、著作物性は認められない。 5 

  イ 本件原投稿の著作物性及び著作権の帰属について 

本件原投稿は、原告が、ドライバーの安全を守る活動を通して得られた

情報と原告の思いを１４０文字という文字数制限の中で簡潔にまとめたも

のであって、幅のある表現の中から選択したものであるといえ、かつ、あ

りふれた表現であるとはいえないから、原告が自己の「思想又は感情を創10 

作的に表現したもの」（著作権法２条１項１号）として、原告が著作権を

有する言語の著作物に該当する。 

 ⑵ 本件原投稿の著作権の侵害について 

   前記前提事実⑶イのとおり、本件投稿者は、本件原投稿をスクリーンショ

ットして作成した本件画像②を添付したツイートを投稿したものであって、15 

これにより、ツイッターのサーバー上に本件画像②を複製し、不特定多数人

に自動公衆送信し得る状況を作出したといえるから、原告の本件原投稿に係

る複製権及び公衆送信権を侵害したと認められる。 

 ⑶ 引用（著作権法３２条１項）の成否について 

   被告は、本件ツイート②における本件画像②の添付が、原告の主張を批評20 

する目的によるものであり、公正な慣行にも合致し、批評のために必要かつ

正当な範囲で行われるものであるから、適法な著作物の利用である旨主張す

る。 

   しかし、仮に、本件ツイート②の目的が、本件原投稿の内容を批評する点

にあると認められるとしても、本件ツイート②は、その本文よりも添付され25 

た本件画像②内に現れた本件原投稿の文章の分量が多く、ツイートの本文が
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主で本件原投稿の文章が従の関係にあるとはいえない。また、本件原投稿は、

言語の著作物であるところ、そこに文字で記載された原告の主張内容を批評

するために、本件原投稿をスクリーンショットすることによって作成した本

件画像②をそのまま本件ツイート②に添付する必要性があったとまではいい

難い。そうすると、本件ツイート②における本件画像②の添付は、少なくと5 

も、本件原投稿の批評という目的上正当な範囲で行われたものとは認められ

ない。 

   よって、本件ツイート②における本件画像②の添付は、著作権法３２条１

項の要件を満たさず、本件ツイート②の違法性は阻却されない。   

２ 争点２（原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか）10 

について 

  前記１の判断を前提とすると、原告には不法行為に基づく損害賠償請求権の

行使のため本件発信者情報の開示を受ける必要があるといえ、同開示を受ける

べき正当な理由があるといえる。 

３ 争点３（本件各ログイン情報の送信が侵害関連通信に該当するか）について 15 

  プロバイダ責任制限法５条２項柱書所定の「侵害関連通信」は、同法５条３

項において「侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を

利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別

符号その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定

するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるもの」と定義されている。20 

そして、同条項の規定を受けて、省令５条柱書は、侵害関連通信について、同

条各号に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信のうち、それぞれ

侵害情報の送信と相当の関連性を有するものがこれに当たると定めている。 

本件ログイン２は、本件ツイート②から約１０時間前のログインであり、か

つ、本件ツイート②の直前のログインであることが認められる（なお、証拠25 

（甲３及び２６）によれば、本件ツイート②の直近のログインは令和４年１月
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６日８時１３分３３秒のログインであると認められるが、本件投稿前のログイ

ンであるか本件投稿後のログインであるかは明らかではないから、本件ログイ

ン２が直前のログインであると認定するのが相当である。）。 

  そうすると、本件ログイン情報２の送信は、省令５条２号のログイン情報の

送信に該当し、かつ、侵害情報との時間的近接性に照らし、同条柱書の規定す5 

る侵害情報の送信と「相当の関連性」を有するものと認められる。  

  したがって、本件ログイン情報２の送信は「侵害関連通信」（プロバイダ責

任制限法５条２項柱書）に該当する。 

そして、上記の判断及び前記前提事実⑸によれば、被告は「侵害関連通信の

用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者」（プロバイダ10 

責任制限法５条２項）に該当する。 

４ 争点４（本件発信者情報が侵害関連通信に係る発信者情報に該当するか）に

ついて 

  プロバイダ責任制限法５条２項柱書は、発信者のみならず、「侵害関連通信

に係る発信者情報」を開示の対象となる発信者情報に含めているところ、同規15 

定が、「係る」との文言を用いて、開示の対象となる発信者情報の範囲を侵害

情報あるいは侵害関連通信の送信者の情報のみに限定していないのは、プロバ

イダは厳密な侵害情報の発信者を把握することは困難であるから、プロバイダ

が把握している当該侵害情報の送信又は当該侵害関連通信の媒介の基礎となる

特定電気通信役務の利用に係る契約の契約者に関する情報を開示範囲に含め、20 

発信者情報開示の実効性を確保しようとした趣旨によるものと解される。 

したがって、本件ログイン情報２の送信の媒介の基礎となる特定電気通役務

の利用に係る契約を締結している者の情報も、プロバイダ責任制限法５条２項

柱書の「侵害関連通信に係る発信者情報」に含まれると解するのが相当であり、

仮に被告主張のとおり、同契約者が侵害情報あるいは侵害関連通信の発信者で25 

はないとしても、本件発信者情報はこれに該当する。 
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  したがって、被告の主張は失当であり採用できない。 

５ 結論 

以上の次第で、原告の請求は本件ツイート②に係る発信者情報の開示を求め

る限度で理由があるからその限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄

却することとし、主文のとおり判決する。 5 

東京地方裁判所民事第２９部 

 

 

    裁判長裁判官 

                               10 

               國 分 隆 文 

 

 

       裁判官 

                               15 

               間   明   宏   充 

 

 

       裁判官 

                               20 

               バ ヒ ス バ ラ ン 薫 
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（別紙） 

発 信 者 情 報 目 録 

１ 下記⑴の接続元ＩＰアドレスを⑵のログイン日時に割り当てられた電気通信設

備から⑶のいずれかの接続先ＩＰアドレスに対して通信を行った契約者に関する5 

氏名又は名称、住所、電話番号及びメールアドレス 

記 

⑴  接続元ＩＰアドレス  （接続元ＩＰアドレスは省略） 

⑵  ログイン日時  令和３年１２月２３日１８時５８分０８秒（日本標準時） 

⑶  接続先ＩＰアドレス   （接続先ＩＰアドレスは省略） 10 

 

２ 下記⑴の接続元ＩＰアドレスを⑵のログイン日時に割り当てられた電気通信設

備から⑶のいずれかの接続先ＩＰアドレスに対して通信を行った契約者に関する

氏名又は名称、住所、電話番号及びメールアドレス 

記 15 

⑴  接続元ＩＰアドレス      （接続元ＩＰアドレスは省略） 

⑵  ログイン日時       令和４年１月５日１８時４０分５６秒（日本標準時） 

⑶  接続先ＩＰアドレス  （接続先ＩＰアドレスは省略） 

                      

以上 20 
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（別紙） 

著 作 物 目 録 

１⑴ 中国地方の道の駅１０４ヵ所 車中泊禁止、車中泊ご遠慮 完全撤回です 

⑵ 国土交通省から公式見解と声明がありますので 

⑶ 宿泊目的での利用はご遠慮くださいに変えるってことですかね 5 

⑷ 宿泊目的での利用はご遠慮くださいっていうＱ＆Ａあるじゃないですか 

⑸ これはつまり休憩や仮眠の車中泊であれば問題ないってことでいいんですか

ね？ 

⑹ そこに住み着くようなことはご遠慮いただいているってことですよね？ 

⑺ そういうことも含めてです 10 

⑻ 僕が言っている休憩のために仮眠のためにする車中泊 

⑼ そう思っている人もいるってことじゃないですか 

⑽ 問題ないよってことでいいんですよね？ 

⑾ 休憩していただく、仮眠をとっていただくことについては問題ないと 

⑿ という理解を我々のほうもしております 15 

⒀ これは国からの正式な回答となりますので 

⒁ １０４の道の駅に通達されてます 

２ 「定義が無い言葉を議論した所で答えはないですよね。 

   【道の駅では】 

   ・夜から朝まで寝ても良い（その為にも作られた） 20 

   ・車中泊禁止は不適切 

   ・１３０ヵ所の看板が撤去された 

この情報で道の駅で車中泊が禁止なんだと思う人がいるは驚く 

私は今まで通りコツコツと時間をかけて発見次第交渉していくのみ」 

        以上 25 

（別紙投稿画像目録は省略） 


